
給実 甲 第１ ２４ ７号

平成３０年６月２７日

人 事 院 事 務 総 長

給実甲第６６０号の一部改正について（通知）

給実甲第６６０号（単身赴任手当の運用について）の一部を下記のとおり改正

したので、平成３０年７月１日以降は、これによってください。

記

次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分でこれに対応する改

正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分があるものは、これを当該傍線を付した

部分のように改め、改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分でこれに対応する

改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分がないものは、これを加える。

改 正 後 改 正 前

給与法第１２条の２関係 給与法第１２条の２関係

１ （略） １ （同左）

２ 前項の配偶者が転居しない職員 ２ 前項の配偶者が転居しない職員

に準ずる職員は、住居の移転を伴 に準ずる職員は、住居の移転を伴

う直近の異動等に際して同居して う直近の異動等に際して同居して

いた配偶者が転居した職員のうち いた配偶者が転居した職員のうち

次に掲げるものとする。 次に掲げるものとする。



一 配偶者が住居の移転を伴う直 一 配偶者が住居の移転を伴う直

近の異動等の直前に在勤してい 近の異動等の直前に在勤してい

た官署の通勤圏（規則第３条関 た官署の通勤圏（規則第３条関

係第１項の規定の例に準じて算 係第１項の規定の例に準じて算

定した当該官署から住宅までの 定した当該官署から住宅までの

距離が６０キロメートル未満の 距離が６０キロメートル未満の

範囲をいう。）内に所在する住 範囲をいう。）内に所在する住

宅に転居する職員 宅に転居する職員

二 規則第５条関係第４項第１号 二 規則第５条関係第４項第１号

から第３号まで、第５号、第６ から第３号まで、第５号、第６

号、第８号又は第９号に掲げる 号、第８号若しくは第９号に掲

事情があると認められる職員（ げる事情又はこれらに類する事

前号に掲げる職員を除く。） 情（規則第８条関係第４項にお

いて「特定事情」という。）が

あると認められる職員（前号に

掲げる職員を除く。）

三 その他前２号に類する事情が （新設）

あると認められる職員

規則第２条関係 規則第２条関係

１ （略） １ （同左）

２ 規則第２条第５号の「前各号に ２ 規則第２条第５号の「前各号に

類する事情」は、次に掲げる事情 類する事情」は、次に掲げる事情

とする。 とする。

一 （略） 一 （同左）

二 配偶者が児童福祉法（昭和２ 二 配偶者が児童福祉法（昭和２

２年法律第１６４号）第６条の ２年法律第１６４号）第３９条



３第９項に規定する家庭的保育 第１項に規定する保育所、同法

事業、同条第１０項に規定する 第６条の３第９項に規定する家

小規模保育事業、同条第１１項 庭的保育事業、同条第１０項に

に規定する居宅訪問型保育事業 規定する小規模保育事業若しく

若しくは同条第１２項に規定す は同条第１２項に規定する事業

る事業所内保育事業を行う施設 所内保育事業を行う施設、同法

、同法第３９条第１項に規定す 第５９条第１項に規定する施設

る保育所、同法第５９条第１項 のうち同法第３９条第１項に規

に規定する施設のうち同法第６ 定する業務を目的とするもの又

条の３第９項から第１２項まで は就学前の子どもに関する教育

若しくは第３９条第１項に規定 、保育等の総合的な提供の推進

する業務を目的とするもの又は に関する法律（平成１８年法律

就学前の子どもに関する教育、 第７７号）第２条第６項に規定

保育等の総合的な提供の推進に する認定こども園（以下「保育

関する法律（平成１８年法律第 所等」という。）に在所してい

７７号）第２条第６項に規定す る満３歳以上の同居の子を養育

る認定こども園（以下「保育所 すること。

等」という。）に在所している

同居の子を養育すること。

三～八 （略） 三～八 （同左）

規則第５条関係 規則第５条関係

１・２ （略） １・２ （同左）

３ 規則第５条第２項第３号の「人 ３ 規則第５条第２項第３号の「人

事院の定める事情」は、次に掲げ 事院の定める事情」は、次に掲げ

る事情とする。 る事情とする。

一 満１８歳に達する日以後の最 一 満３歳以上の子であって満１



初の３月３１日までの間にある ８歳に達する日以後の最初の３

子が学校等に在学し、又は保育 月３１日までの間にあるものが

所等に在所すること。 学校等に在学し、又は保育所等

に在所すること。

二 （略） 二 （同左）

４ 規則第５条第２項第４号、第６ ４ 規則第５条第２項第４号、第６

号及び第７号に掲げる職員のうち 号及び第７号に掲げる職員のうち

、配偶者のある職員に係る「人事 、配偶者のある職員に係る「人事

院の定める特別の事情」は、次に 院の定める特別の事情」は、次に

掲げる事情とする。 掲げる事情とする。

一 （略） 一 （同左）

二 配偶者が学校等に入学、転学 二 配偶者が学校等に入学、転学

若しくは在学する子又は保育所 若しくは在学する子又は保育所

等に入所、転所若しくは在所す 等に入所、転所若しくは在所す

る子を養育するため、転居（所 る満３歳以上の子を養育するた

在する地域を異にする３以上の め、転居（所在する地域を異に

官署に勤務したことにより２回 する３以上の官署に勤務したこ

以上住居を移転した職員（以下 とにより２回以上住居を移転し

「転々異動職員」という。）以 た職員（以下「転々異動職員」

外の職員にあっては、旧勤務地 という。）以外の職員にあって

住宅への転居に限る。）するこ は、旧勤務地住宅への転居に限

と。 る。）すること。

三 配偶者が特定の医療機関等（ 三 配偶者が特定の医療機関等（

当該配偶者の子がかつて疾病等 当該配偶者の子がかつて疾病等

の治療等を受けたことのある医 の治療等を受けたことのある医

療機関等に限る。）において疾 療機関等に限る。）において疾



病等の治療等を受ける子（学校 病等の治療等を受ける子（学校

等に入学又は転学するため旧勤 等に入学又は転学するため旧勤

務地住宅に転居する子及び保育 務地住宅に転居する子及び保育

所等に入所又は転所するため旧 所等に入所又は転所するため旧

勤務地住宅に転居する子を除く 勤務地住宅に転居する満３歳以

。）を養育するため、旧勤務地 上の子を除く。）を養育するた

住宅に転居すること。 め、旧勤務地住宅に転居するこ

と。

四～十一 （略） 四～十一 （同左）

５ 規則第５条第２項第４号、第６ ５ 規則第５条第２項第４号、第６

号及び第７号に掲げる職員のうち 号及び第７号に掲げる職員のうち

、配偶者のない職員に係る「人事 、配偶者のない職員に係る「人事

院の定める特別の事情」は、次に 院の定める特別の事情」は、次に

掲げる事情とする。 掲げる事情とする。

一 満１８歳に達する日以後の最 一 満３歳以上の子であって満１

初の３月３１日までの間にある ８歳に達する日以後の最初の３

子が学校等に入学若しくは転学 月３１日までの間にあるものが

するため、又は保育所等に入所 学校等に入学若しくは転学する

若しくは転所するため、転居（ ため、又は保育所等に入所若し

転々異動職員以外の職員にあっ くは転所するため、転居（転々

ては、旧勤務地住宅への転居に 異動職員以外の職員にあっては

限る。）すること。 、旧勤務地住宅への転居に限る

。）すること。

二 （略） 二 （同左）

６ （略） ６ （同左）

規則第８条関係 規則第８条関係



１～３ （略） １～３ （同左）

４ 各庁の長は、職員に給与法第１ ４ 各庁の長は、職員に特定事情若

２条の２関係第２項第３号、規則 しくは規則第２条関係第２項第８

第２条関係第２項第８号若しくは 号若しくは規則第５条関係第３項

規則第５条関係第３項第２号、第 第２号、第４項第１１号若しくは

４項第１１号若しくは第５項第２ 第５項第２号に掲げる事情がある

号に掲げる事情があると認め、又 と認め、又は職員が規則第３条関

は職員が規則第３条関係第２項第 係第２項第３号に掲げる場合に該

３号に掲げる場合に該当すると認 当すると認めるに当たっては、あ

めるに当たっては、あらかじめ事 らかじめ事務総長に協議するもの

務総長に協議するものとする。 とする。

以 上


